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平成２８年（健）第４５９号（以下「甲事件」

という。）

平成２８年（健）第５０４９号（以下「乙事

件」という。）

平成２９年６月３０日裁決

主文

後記「事実」欄第２の２の（4）記載の原

処分を取り消す。

事実

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、健康保険法（以下

「法」という。）による傷病手当金（以下、

単に「傷病手当金」という。）の支給を求

めるということである。

第２　事案の概要

１　事案の概要

本件は、末期腎不全の療養のため労務

に服することができなかったとして、平

成○年○月○日から平成○年○月○日ま

での期間について、傷病手当金の支給を

請求した請求人に対し、○○健康保険

組合（以下「保険者組合」という。）が、

傷病手当金の支給をしない旨の処分をし

たことに対し、請求人は、これを不服と

して、標記の社会保険審査官に対する審

査請求をしたが、同審査官により、処分

は妥当であるとして棄却されたため、当

審査会に対し、再審査請求をした事案で

ある。

２　本件再審査請求に至る経緯

本件記録によると、請求人が本件再審

査請求をするに至る経緯として、次の各

事実が認められる。

(1)　請求人は、慢性腎不全、高血圧症、

高尿酸血症及び腎性貧血の療養のため

労務に服することができなかったとし

て、平成○年○月○日から同年○月○

日までの期間について、また、末期腎

不全（以下「当該傷病」という。）の

療養のため労務に服することができな

かったとして、同年○月○日から平成

○年○月○日までの期間について、保

険者組合からそれぞれ傷病手当金の支

給を受けていた。

なお、請求人は、平成○年○月○日

付で、法による被保険者資格を喪失し、

同日付で任意継続被保険者資格を取得

している。

また、請求人は、平成○年○月○

日付で、腎疾患による傷病による障害

について、受給権を取得した年月を同

年○月とする障害等級２級の障害厚生

年金及び障害基礎年金の受給権を取得

し、同年○月からそれらを受給してい

る。

（2）　請求人は、当該傷病の療養のため

労務に服することができなかったとし

て、平成○年○月○日から同月○日ま

での期間（以下「請求期間Ａ」とい

う。）及び同年○月○日から同月○日

までの期間（以下「請求期間Ｂ」とい

う。）について、同年○月○日（受付）、

同年○月○日から同月○日までの期間

（以下「請求期間Ｃ」という。）について、

同年○月○日（受付）、同月○日から

同月○日までの期間（以下「請求期間

Ｄ」という。）について、同年○月○

日（受付）、同月○日から同月○日ま

での期間（以下「請求期間Ｅ」という。）

について、平成○年○月○日（受付）、

保険者組合に対し、それぞれ傷病手当

金の支給を請求した。

（3）　その後、請求人は、当該傷病の療

養のため労務に服することができな

かったとして、平成○年○月○日から

同月○日までの期間（以下「請求期間

Ｆ」という。）及び同年○月○日から

同月○日までの期間（以下「請求期間

Ｇ」という。）について、同年○月○

日（受付）、保険者組合に対して、そ

れぞれ傷病手当金の支給を請求した。

（4）　保険者組合は、平成○年○月○日

付で、請求人に対し、請求期間Ａのう

ち、平成○年○月○日について、一部

不支給とする理由を「厚生年金保険法

による障害年金又は障害手当金を受
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けているため。（健康保険法第１０８

条）」、同月○日について、不支給とす

る理由を「当該傷病について療養のた

め労務に服することができないとは認

められない。（健康保険法第９９条）」、

同年○月○日から同月○日までの期間

について、不支給とする理由を「健康

保険法第１０４条に該当しないため。」

として、傷病手当金を一部ないし全部

支給しない旨の処分（以下、このうち、

同月○日に係る一部不支給とする部分

を「一部不支給処分」といい、一部不

支給処分を除くその余の部分を「処分

Ａ」という。）をした。さらに、同日

付で、請求期間Ｂ、請求期間Ｃ、請求

期間Ｄ及び請求期間Ｅについて、それ

ぞれ不支給理由を「今般、請求のあっ

た傷病手当金（傷病名）「末期腎不全」

について、健康保険法第１０４条に該

当しないため。」として、いずれも傷

病手当金を支給しない旨の４個の処分

（以下、この４個の処分と処分Ａを併

せて「処分１」という。）をした。

また、保険者組合は、平成○年○月

○日付で、請求人に対し、請求期間Ｆ

及び請求期間Ｇについて、不支給とす

る理由を「今般、請求のあった傷病手

当金（傷病名）「末期腎不全」について、

健康保険法第１０４条に該当しないた

め。」として、いずれも傷病手当金を

支給しない旨の２個の処分（以下、こ

の２個の処分と処分１とを併せて「原

処分」という。）をした。

（5）　請求人は、原処分を不服として、

標記の社会保険審査官への審査請求を

経て、当審査会に対し、再審査請求を

した。

第３　当事者等の主張の要旨

（略）

理由

第１　問題点

１　傷病手当金の支給については、法第

９９条第１項において、被保険者が療養

のため労務に服することができないとき

は、その労務に服することができなく

なった日から起算して３日を経過した日

から労務に服することができない期間、

傷病手当金を支給するとされ、また、被

保険者資格喪失後の傷病手当金の継続給

付については、法第１０４条において、

被保険者の資格を喪失した日の前日まで

引き続き１年以上被保険者であった者で

あって、その資格を喪失した際に傷病手

当金の支給を受けているものは、被保険

者として受けることができるはずであっ

た期間、継続して同一の保険者からその

給付を受けることができる旨が定められ

ている。

２　本件の場合、請求人が、法による被保

険者資格を平成○年○月○日で喪失し、

同日付で任意継続被保険者資格を取得し

ていること及び平成○年○月○日に係る

一部不支給処分については、当事者間に

争いはなく、保険者組合が行った「事

実」欄第２の２の（4）記載の平成○年

○月○日について、療養のため労務に服

することができないとは認められないと

し、平成○年○月○日から平成○年○月

○日までの期間（以下「本請求期間」と

いう。）について、法第１０４条に該当

しないためとして、それぞれ傷病手当金

を支給しないとした原処分に対し、請求

人は、これを不服としているのであるか

ら、本件の問題点は、まずは、平成○年

○月○日において、当該傷病の療養のた

め労務に服することができなかったと認

められないかどうかであり、これが認め

られる場合は、本請求期間が法定給付期

間内にあれば、法第１０４条の規定に該

当するのであるから、本請求期間につい

て、当該傷病の療養のため労務に服する

ことができなかったと認められるかどう

かである。

第２　審査資料

（略）

第３　事実の認定及び判断

１　審査資料によれば、次の事実が認めら

れる。

（略）
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２　上記認定の事実に基づき、本件の問題

点を検討し、判断する。

（1）　まず、平成○年○月○日について、

当該傷病による療養のため労務に服す

ることができなかったか否かについて

検討するに、本件記録によると、請求

人は平成○年○月○日から平成○年○

月○日までの期間について、当該傷病

に対して週３回、１回３時間の血液透

析が施行されていることが認められ

る。

請求期間Ａにおいては、週３回、１

回３時間の透析中であるが、病態に

よっては透析時間の延長（４時間以上）

も考慮に入れているとされており、同

年○月○日の検査結果は、透析効率は

不十分で、腎性貧血の改善も乏しく、

透析時の血圧も１４０～１５０mmHg

／７０～８０mmHg と若干高めである。

また、同年○月○日の検査結果は尿量

低下に伴い透析前のＢＵＮが増悪し、

急な動悸の訴えがあり横になって休む

ことが多く、収縮期血圧も１５０mmHg

以上が多くなっている。同年○月○日

の検査結果で透析前のＢＵＮはさら

に上昇し、血圧も１５０～１８０mmHg

／８０～１００mmHg と上昇し、この

急上昇に対し降圧剤を増量・追加され、

同月○日から透析時間は１回４時間に

延長されている。そして、降圧剤の追

加に関しては、確認できる。

以上の経過から考えると、同年○月

○日の状態は、透析時間中には特段ト

ラブルはないものの、血圧の上昇、透

析後の頭重感や倦怠感があり、透析後

は横になることが多いなどの症状があ

り、週３回、１回３時間の透析では尿

毒症の症状が解消されていない状態で

あったと認めるのが相当である。

労務不能か否かの判断基準は、「必

ずしも医学的基準に因らず、その被保

険者の従事する業務の種別を考え、そ

の本来の業務に耐えうるか否かを標準

として社会通念に基づき認定する」（昭

和３１年１１月１９日保文発第３４０

号）とされているところ、請求人は生

産担当執行役員工場長であり、工場全

体の統括管理者として、毎日○時から　

○時まで、しかも、休日も月に０～２

回、６時間程度出勤していたとされて

いるのであるから、たとえ健康体で

あったとしても相当重労働であったと

考えられる。

そうすると、請求人は週３回、１

回３時間の透析時間では十分な透析効

果が得られず、尿毒症の症状が現れて

いたのであるから、Ｈ医師が、血液透

析日以外の日に、上述のような従前の

職種について復帰することは無理であ

り、就労の見込みが現時点で不明であ

ると判断したことは、医師として当然

である。

したがって、平成○年○月○日は、

当該傷病の療養のため労務に服するこ

とができない状態であったと認めるの

が相当である。

なお、保険者は、透析前後の血中Ｂ

ＵＮの値から透析効果が出ていると主

張しているが、ＢＵＮの体内蓄積とい

う場合は体液中のＢＵＮの蓄積をいう

のであり、単に血中のＢＵＮ濃度のみ

で判断することはできず、透析によっ

て除水が十分に行われていたかを含

め、総合的に判断することが必要であ

り、血圧の上昇、頭重感や倦怠感等の

症状が透析効率の大きな目安になると

考えられる。したがって、保険者の上

記の主張は失当である。

（2）　平成○年○月○日が、当該傷病の

療養のため労務不能であったと認めら

れるのであるから、同月３日以降の期

間について、法第１０４条に該当しな

いとして、不支給とされた処分は取り

消されなければならない。そこで、本

請求期間が、法定給付期間内か否かに

ついて検討するに、請求人の当該傷病

に対する傷病手当金の支給開始日は平

成○年○月○日であることから、法定

給付期間満了日は平成○年○月○日と

なり、本請求期間（平成○年○月○日
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から平成○年○月○日まで）は法定給

付期間内であると認められる。

以下、改めて本請求期間について、

当該傷病の療養のため労務に服するこ

とができなかったか否かについて検討

するに、平成○年○月○日から１回の

透析時間が４時間に延長された後も、

透析後の頭重感、ふらつきなどの症状

を認めることがあり、帰宅後横になる

ことが多く、請求期間Ｅにおいても、

透析後の頭重感は続いているため、自

宅でも休んでいることが多い様子で、

血圧上昇も認め、降圧剤の増量で対応

しているとされている。また、請求期

間Ｆ及び請求期間Ｇにおいても、ほぼ

同様の記載があり、特に平成○年○月

ころより貧血進行を認め、労作時の息

切れなどの症状も出現しており、さら

に、貧血に関しては平成○年○月○日

の検査で赤血球数が２８１万／μℓと

貧血が続いているのである。

そうすると、請求人は、本請求期

間について、週３回、１回３時間の透

析から１回４時間の透析に変更した後

も、尿毒症の症状が継続し、貧血が改

善していないのであるから、当該傷病

の療養のため労務に服することができ

なかったと認めるのが相当である。

（3）　以上によれば、請求人には、平成

○年○月○日及び本請求期間につい

て、当該傷病の療養のため労務に服す

ることができなかったとして、傷病手

当金を支給しなければならない。よっ

て、原処分は妥当でないので、これを

取り消すこととし、主文のとおり、裁

決する。
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